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〈特集 共生社会の法 と政治〉

ア ン ソニ ー ・ギ デ ンズ の政 治 理 論:

「第 三 の 道 」

一 共生社会の政治的指針を求めて

宮 下 輝 雄
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1.は じめ に

アンソニ ー ・ギデ ンズ(AnthonyGiddens、1938-)は 、 わが 国で もよ く知

られ てい るよ うに、現在 、 ロ ン ドン大学 のEconomicandPoliticsの 学長 とし

て、 また現代社 会学 会 の重鎮 と して、 その執 筆 活動 は多 岐 にわ た り、 わ が 国で

も多 くの翻 訳書 が あ る。彼 の研 究 対象 は広 く、 当然 、政 治 の世 界 に も及 んで お

り、1997年 に、 それ まで長 い こ と野 党 にあ った、 労働 党が大 勝 し、第 一次 ブ レ

ア政権 が誕 生 した とき、 理論 的 ブ レー ン として 活躍 した こ とは よ く知 られ て い

る。政治学 の分野 で最初 に大 きな影 響 を与 えた著 書 は 『第三 の道』(丁 加Third
i)

Way,7〕 舵Rθ%θ ωα10fSocial1)emocracy,1998)で あ る。 も っ と も そ の 著 書

に対 す る批 判 が 、 と りわ け イ ギ リス 国 内 か ら多 く発 せ られ た た め、 それ ら の批

判 に答 え る とい う必 要 性 も あ っ た ろ うが 、 よ り0層 深 く自己 の主 張 を展 開 す る
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2)
ため に、2000年 に 『第三 の道 とその批判 』(7'heThirdWayandZtSCYZtZCS)

を刊 行 し、著 者 の主 張が強 固で あ る こ とを示 してい る。 その著書 の表紙 に はブ

レア に よ る、`Animportantcontributiontothedebate'(議 論 への重 要

な貢 献)な る___..文が添 え られ て い る。

ところで本論 の 目的な い し、私 の関心 は、多様 に解 釈 されて い るア ンソニー ・

ギデ ンズ の政 治 理論 の本質 を見 出 し、 それ を純理論 的 に整理 す る こ とにで もな

く、 また単 に彼 の理 論 を網 羅 的 に羅 列 す る こ とにで もな く、 この現代 的閉 塞状

況 を打 開 す る にあた って 、有益 と思 われ る政 治理論 を彼 の中か ら導 き、 それ ら

の主要 な もの を、 内容 を損 な うこ とな く啓蒙 的 に紹 介 す る こ とにあ る。彼 の政

治 理論 が、社 会 主義 の挫 折 と新 自由主義 が生 み 出す矛盾 の中か ら生 まれ た経緯

か ら して、 この よ うな試 み に反 対 す るものは あ るまい。

行 き着 く先 が どの よ うな 内容 の もので あ るか も知 らせ ず 、単 に 「聖 域 な き構

造 改革」 を主張 す る指導者 、 また それ を無批判 に受 け入れ るような、国民 であっ

て はな らない。21世 紀 の現在 は、選 択肢 に大 きな誤 りが あって はな らない ほ ど

に、相 対 的 に狭 め られ た環 境 の 中で われ われ は生 きて い る。指 導者 や市 民 の意

識 改革 こそが望 まれて い る状 況 にあ る。

日本 の近 代化 過程 は、 欧米 と比較 して極 め て特 異 で あった といえ よ う。儒教

に裏 打 ち され た身分 社会 の幕 藩体 制、 主 として政 治家 や官 僚 に コン トロー ル さ

れ た明治初 期 か ら第 二次 世界 大戦後 の時代 、 そ して戦後 において も持続 され た

それ ら旧体 制 の残存 物 の動 向 は、 いずれ の時代 も上 か ら下 へ の、 いわ ゆ る トッ

プダ ウ ン的政 治体制 、社 会構 造 で あった。何 百 年 も続 いた そ うした形 態 は、 日

本 人 の精神 構造 の骨格形 成 に決 定的影 響 を与 えた に相 違 あ るまい。 た とえ技術

や物作 りは、模 倣 や改 良 に よって、世 界 に通用 す るよ うにな った として も、世

界 に誇 れ る文 化、 世界 に輸 出で き る文化 は育 って い る とはい えない。現 に 「日

本 は信 用 で きない」 とさえ、近 隣諸 国か ら公言 されて い る。 真剣 にな って 自 ら

に問 うべ き課題 で あ る。 国 内的国際 的 に信用 され な い国家か らは、歴 史 に耐 え

うるよ うな文 化や 民主主義 は形成 され ない。や は り権 威主義 、官僚主 義か らは、

自立 し、 独立 した個 人 と連帯 は育 た ない。 ところが 権威 主義 や 「現 代社 会 とし

ての官僚 制」 は、 日本 の隅々 で生 きなが らえて い る。私 に は、 これ らが 日本政

治や 日本 社会 の諸 悪 の根 源 で あ るよ うに思 われて な らない。 主体性 の あ る人間
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を育 て ないか らだ。 その よ うにい うこ とは、 日本 に民主主 義 が全 く存 在 しな い

とい うこ とで はない。 そ こで必 要 になって くる主 要 な条件 は、 ア ンソニ ー ・ギ

デ ンズ のい う 「民主 主義 の民 主化 」 とい う ことで はな いか と思 う次 第で あ る。

その こ とにつ いて は後 で論 じ る。

2.新 自由主義 と古典的社会民主主義

イ ギ リス労働 党 は、サ ッチ ャ.___、メー ジ ャー の保 守 党政 権 が推 し進 め る新 自

由主 義 の も とで、野 党 に あ り何 とか して政権 を奪 回 しよ う として党 内論 争 を展

開 して いた。 た ど り着 いた結 論 は、 国有 化 に重 点 を置 いて きた これ まで の党綱

領 を改正 し、制 限つ きなが ら経済 活動 に おけ る自由競 争 と市場 原 理 を導 入 す る

こ とで あ った。 い わゆ る 「第 三 の道」 で る。 綱領 改正 の結果 、1997年 の総 選 挙

において、労働 党 は圧勝 した。 それ以来2001年 、2005年 の三 回 の総 選挙 にお い

て勝 利 して い る。

サ ッチ ャー二政 権が 推 し進 めた、 い わゆ る 「小 さな政 府」 に よって もた らされ

た、 民営化 政策 の負 の側面 、 つ ま り能 力主義 や福祉 切 捨 て に よって顕 著 に現 れ

た、 失業 や格差 社会 に対 す る国民 の不満 が 労働 党 の改 正 され た政策 に賛 同 した

ので る。

もち ろんイ ラ ク戦 争へ の不確 か な情報 に よ る参戦 に よって ブ レア政権 の人気

は下 降 して い る。 それで も 「第 三 の道 」の掲 げ る政 治 指針 は変 え られ な い もの

と私 は信 じて い る。

長 い こ と経済 の王道 とさえ信 じ られ て きた、 アダム ・ス ミス(AdamSmith、

1723-90)の 『国富 論 』(・4π.lnquiryinto1勿matureandCausesofthe

Wealth(ゾ 八耽 競 ∫,1776)の もた らした結果 は、 その 自由放任Cレ ッセ フェー

ル)に も とつ く弱 肉強食 的本質 の帰 結 として、 戦 争、恐慌 へ と突 き進 ん で い っ

た。1914年 には第一次世 界大 戦、1929年 には世界 的恐慌 が 引 き起 こされ た。 そ

の間 隙 をぬって社 会主 義 の思想 が出現 し、1848年 にはマル クス とエ ンゲ ル ス に

よ る 『共 産 党 宣 言 』(KarlMarx&FriedrichEngeels,漁%舵s'der

κo吻 〃z%痂∫≠∫ε6加η勿7≠8∫,)が出版 され、1917年 には、 レーニ ンの指 導 に よ る

『国家 と革命』 に よって ロシア革命 が 引 き起 こされ た。 レー ニ ンは労働 者 の解 放
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を説 いた ので あ る。 ソ連 の崩壊 後 も社会 主義 の思 想 は全 面 的 には、 その意 義 を

失 って はい ない。現 に、 ロシ アや 中国 は、社 会主 義 を放棄 した とは明言 して い

な い。

他方 、不 況 と失業 に悩 むア メ リカ は、ニ ューデ ィール政 策 に よ り、 これ らの

難 題 を乗 り越 え よ うと した。 この政 策の理 論 的役 割 を果 た したの は、既 に1926

年 に 『自由主義 の終焉 』(TheEnd(ゾ 五α∫∬6飲Eα 舵)を 現 して いた、ケ イ ン

ズ(JohnMaynardKeynes、1883-1946)の 『雇用 、利 子及 び貨 幣 の一般論』

(TheGeneralTheory(ゾE吻 ρ10ッ吻θ%あ肋 ≠θ%234andIUIoney,1936)で あっ

た。 この著 書 の主要 な主張 は、低 金利 、減 税、公 共 投資 に より経済 に誘 い水 を

注 ぐこ とに よって有効 需要 を高 め完全 雇用 を達成 す るこ とに あった。 有名 な政

策 の一 つ はTVAで あ る。

このケ イ ンズの政 治が経 済や社 会 に介 入 す る とい う政 策 は、社 会主 義や フ ァ

シズ ム に対抗 す る とい う要 請 もあって、 っ い には 「ゆ りか ごか ら墓場 まで 」 と

いわれ る よ うに なった国家 指導 型 の福 祉 国家 に向か って い った。 結果 的 に は、

ソ連 を中心 とす る社会 主 義国家 とアメ リカ を中心 とす る資本 主義 の両体 制 は、

思想 も体 制 も質 的 に異 な るに もか か わ らず、皮 肉な こ とに、 国家 中心 的政策 を

志向 す る とい うこ とで は、類似 す る性 質 を もつ もの にな って い った。

冷戦 中の東西 両陣 営 の核 開発 競争 の結果 は、 まさに人類滅 亡 の危機 に まで到

達 して しまった。心 あ る両陣 営 の指導者達 の並 々な らぬ努 力 の結 果、 また世界

世論 の反対 に よって、 よ うや くに して核 削減 へ とこぎつ け る まで にい た る こ と

がで きた。

そん な中 にあ って 、1989年 に東 西冷戦 の象徴 的存 在 で もあ った、ベ ル リンの

壁が崩壊 し、つ いで1991年 にソ連 は解体 した。 その こ とは アメ リカ の体制 が正

し く、結 果 として、 アメ リカが勝 利 したか の よ うに考 え るのは、 明 らか な誤認

で あ る。 アメ リカ とて また世 界 中の 国々が 今 日な お進 むべ き指針 の探 求 に励 ん

で い るので あ る。

東 西冷 戦終 結後 、世界 は激 動 した が福祉 国家 へ の要 請 の度合 いは ます ます強

ま り、 ア メ リカ にお いて も、財政 の 赤字 と貿易収 支 の赤字 の双 子 の赤字 に直面

し、 政治 や経 済 に対 す る批判 や 不満 が高 まった。 この こ とに対 す る批 判 はか な

り以前 か ら存 在 し、ハ イエ ク(FriedrichAugustvonHayek,1899-1992)は
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1944年 に 『隷 属 へ の道 』(TheRoadtoSerfdom)を 現 し、 全 体 主 義 と共 産 主

義 を批 判 した 。 また フ リー ドマ ン(Milton&RoaseFriedman,1912-2006)

の 『選 択 の 自由 』(FreetoChoose,1980)は 、 政 治 が経 済 や 社 会 に介 入 す るの

を批 判 した 。 ハ イ エ ク は1976年 版 の序 言 にお い て 次 の よ うに述 べ て い る。

「き わ め て 一 般 的 に 思 想 と制 度 につ い て の現 代 の傾 向 を さ ら に研 究 す る と、 私

の抱 いて い た 恐 れ と憂 い は、 どち らか とい え ば増 して い る の で あ る。 社 会 主 義

的 思考 の影 響 と、 全 体 主 義 的権 力 を支 持 す る人 々 の 善 意 へ の 素 朴 な信 頼 感 、 こ
3)

の両者 は私が本書 を著 して以来 いち じる し く増大 して い る。」 と。 この よ うに全

体主 義 的権威 への 限 りな い疑念 を表 明 して い る。

また ブ リIwrドマ ンは、1980年 の 「日本 の読 者へ 」 にお いて次 の よ うに述 べ て

い る。

「政府 が果 た す役 割 の面 にお いて、 日本 とアメ リカ合 衆 国 との間 にお いて は、

(一 約 一)重 要 な相 違 が存在 してい るの に もか か わ らず 、 国民 の経済 活 動 を管

理 し国民 の所 得 を再分 配 す るた めの政府 の役割 を い っそ う増大 させ て い くとい

う、 アメ リカ合衆 国が これ まで た どって きたの と同様 な道 を、 日本 もす で にか

な りの期 間 にわた って た どって きた。 もち ろんそ うはいっ て もア メ リカ合衆 国

よ り日本 の ほ うが政府 支 出 のた め、 国民所 得 の少 ない部分 しか吸 い上 げて い な

い とい う事実 に よって証 明 されて い るよ うに、 日本 はす で に この道 を それ ほ ど

遠 くまで すで に きて しまっ た とい うわ けで は ない。 しか し、 日本 はい まや明 ら
4)

か に アメ リカ合衆 国 に追 いつ きは じめてお り、 同様 な困難 に陥 って きて い る。」

この ような状況 が よかれ と思 った福 祉 国家 か ら生 じ ようが、 社会 主義 体制 か

ら生 じよ うが、長 期 間継 続 す る間 に、国 民の側 にお いて は、 自立心 の低 下 、 モ

ラー ルの低下 、犯 罪 の多発 、責任 感 の低下 、貧 困 の増大 、政 治 意識 の低 下 、家

庭 内暴力 や不 登校 な どの混乱 した社会 状態 を生 む にいた るで あ ろ う。他 方 、政

治家 や官 僚 あ るい は研究 者 や評 論家 にいた るまで腐 敗 と怠惰 と傲 慢 に裏 打 ち さ

れ た厚顔 無恥 な活動 へ と変遷 す る。 これ ら両者 の関係 は悪循 環 して、果 て しな

き悲 惨 な結 末へ と国家 や社 会 を既 め てい く。 これ はR.ミ ヘ ル スが主 張 す る 「寡
5)

頭制 の鉄 則」 を こえ る もの とな ろ う。

現代 社会 を よ く観 察 す る とき この こ とは明瞭 で あ る。 マ ス コ ミの理 念 や 哲学

な き報 道 内容 も 目に余 る ものが あ る。 アメ リカの軍 需力 と戦 争 に よる問題 解 決
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策 の誤 り とテ ロ行 為 を聖戦 とす る自爆 テ ロな どは、決 して長 い 目で見 て 問題 の

解決 策 にはな らない。 もっ とその原 因 にまで さか のぼ って対策 を練 る以外 に根

本 的 な問題解 決策 は見 出せ な いで あ ろ う。取 り返 しが つ かな くな るまで事 態 を

放 って お くほ ど人 間 はお ろかで あ る とは思 い た くない。

ここで議 論 を よ りわか りや す く進 め るた めに、 ア ンソニー ・ギデ ンズ に した

が い なが ら古典 的社 会 民主主 義 とサ チ ャー リズム ・新 自由主義 の特徴 の相 違 点
s>

お よび類似 点 を一 覧表 に して み る。

古典的社会 民主主義(旧 左派〉

社会生活や経済生活への広範 な国家の関

与

社会 よ りも国家が優位

集散主義(collectivism)

ケインズ主義的需要管理 と協調組合主義

(corporatism}

市場の役割 は限定的、すなわち混合経済

あるいは社会 的経済

完全雇用

強固な平等主義

完ぺきな福祉 国家、すなわち 「ゆ りかご

か ら墓場 まで」市民を保護

単線的な近代化

環境保全への無関心

国際主義
二極対立の世界を前提に据える

サ ッチ ャ リズム ・新 自由主義(新 右 派)

で きるだけ小 さな政府

自立的な市民社会

伝統的なナシ ョナ リズム

道徳的権威主義 と強力な経済的個人主義

市場原理主義

他の市場並みに労働市場の需給をバ ラン

スさせ る

不平等の容認

セー フティーネ ッ ト(安 全網)と しての

福祉 国家

単線的な近代化

環境保全への無関心

国際秩序についての現実主義的理解
二極対立の世界を前提に据える

この比較 は決 して厳 密 な比較 とはい えな いが、 それ で も両 体制 の特徴 の判 別

には有効 で あ る。

まず よ くいわ れ る 「小 さな政 府」 にっ て い えば、 古典 的社 会主 義 が社会 や経

済へ の 国家 の介入 を認 めて い る 「大 きな政 府 」で あ るの に対 して、新 自由主義

で は、 い うまで もな く 「小 さな政 府 」で あ る。 また平等 の面 で は、 古典 的社 会

主義 が強 固 な 「平 等」 を主 張 して い るの に対 して 、新 自由主 義 で は、 「不 平等 」

の容 認 で あ る。福 祉 国家 にっ いて は、古 典 的社 会主 義 が完壁 な 「福祉 国家 」 を

目指 して い るの に対 して、 新 自由主 義で は 「セ ー フテ ィーネ ッ トとして の福 祉
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国家 」 に とどまってい る。 さ らに両体制 とも、 「環境 保全 」 に対 して は無 関 心で

あ る し、両 体 制 とも 「二極 対立」 の世 界 を想 定 して い る。 ここで注 意 して も ら

いた いの は、 ケ イ ンズ流 の 国家体 制 も先 ほ ど指摘 した よ うに、 国家 の社 会へ の

介 入 とい う点 で は、 ほ とん ど古典 的社 会主 義体制 に類 似 して いた とい う こ とで

あ る。 この 点 に関 して、 ア ン ソニ ー ・ギデ ンズ は次 の よ うに述 べ てい る。

「ケイ ンズ は、社会 主義者 で はなか ったが 、 マル クスや社 会主 義 の主 要 な見 解

の い くつか に共 鳴 して いた。 マ ル クス と同様 に、 ケイ ンズ も また、資 本 主義 が

非合 理 な こ とを認 め たが、 こ う した非合 理 を制御 す るこ とに よ り、資 本 主義 を

救 うこ とが で き る と確 信 して いた。 マル クス もケ イ ンズ も、 資本 主義 経 済 の生

産性(技 術)を 所 与 とみ なす傾 きが あ った。 ケイ ンズ理 論 が経済 の供 給 サ イ ド

を軽視 しが ちだ った とい う点 は、社会 民主 主義者 の通念 とうま く符 号 して い る。

市場 経済 を安定 化 させ るた め に、 いか に して需要 を管 理 す れ ば よいの か、 どの
7)

よ うな混合 経 済体制 を構築 すれ ば よいのか をケイ ンズ は示 した。」

ところで ア ン ソニ ー ・ギデ ンズ に よれ ば、新 自由主 義 が含 む二 つ の主柱 で あ

る、 「市場 原理主義」 と 「保 守主義 」 は内部矛盾 を来 た して い る と して、次 の よ

うに述べ て い る。

「社会 的変 化 と経済 的変化 に対 して、保 守主 義 は、常 に慎 重 で あ る と同時 に、

プ ラ グマテ ィ ックに対処 しよ う とす る。 フラ ンス革命 の救 世 主 的主張 を前 に し

て 、バ ー クが とった態度 が まさに それ で る。 伝統 を守 る こ とこそが 、保 守 主 義

の保 守主義 た るゆえん なの で あ る。伝統 は、過去 の叡 智 の蓄 積 を包含 して い る

が、 ゆえ に未来 へ の指針 とな りう る。

他 方、 自由主義 を万能視 す る思想 は、(個 人 主義 と)市 場 の力 を 自由に解 き放

つ こ とに よってか な え られ る、 はて しな き経 済成 長 に、 その希 望 を託 す る とい
8)

う、 まった く(両 者 は)異 なっ た見方 をす る。」 「新 自由主 義 は、 自由な市 場 の

力 を、伝統 的な制度 、 なか んず く家族 と国家 の擁 護 と結 びつ け る。経 済 に関 し

て は個 人 のイニ シアチ ブを発揮 させ るべ きだが、他 の社会 的活動領域 で は、個 々

入 は義務 と責任 を果 た さな けれ ばな らな い。社 会 的秩序 を維持 す るた めに は、

伝 統 的国家 と同時 に、伝統 的家 族 を擁 護 しな けれ ばな らない。 単 身家族 、 同性

愛 者 の 同居 等伝統 的で ない家族 は、社会 を頽廃 させ る元 凶で あ る。 国の統 合 を

揺 るがす ものは何 であれ 同様 の非難 を浴 びせ られ る。新 自由主 義 の立場 に立 っ
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著述家や政治家の言説には、外国人嫌いの傾向がはっきり見て取れる。多文化
9)

主 義 を最 も厳 し く非 難 す るの も彼 らなので あ る。」

付 け加 え るな らばアメ リカで主 張 されて い る新 自由主 義 と新保 守主 義 はほ と

ん ど同 じ意 味 に解 され てい る。 それ に伝 統主 義 は、歴 史 的 に見 て権 威 主義 につ

なが り、 そ の権 威主 義 が民主 主義 の も とで培 われた もの で ないな らぼ、 それ は

「同意 を獲得 しうる能 力」 とい う正統性 のあ る権 威 で はな くな る。 そ うで ないな

らば有 無 を言 わせ ない上か らの押 し付 け的権 威 とな りや す い。 そ こで は個 人 の

自立 も、 主体 性 も真 の連 帯 さえ も育 た ない。 ところが、 わが 国 を覆 って い る閉

塞 感 の主 要 な原 因 もこの よ うな背景 を前提 に して い るよ うに思 われて な らない。

他 方、 ア ンソニ ー ・ギデ ンズ に よれ ば、社会 民主主 義 は1970年 代 後半 の挫折

を経験 す るまで は、 どの国 で も、 社会 民主 主義者 は、単線 的 な近 代化 モ デルで

「社 会主 義 のへ の道」 を追及 して きた、 として次 の よ うに述 べて い る。

「イ ギ リスにお ける、福祉 国家 の生成 に関す る社会 学的研究 の第一 人者 で あ る

T・H・ マー シ ャル は、 単線 的 な近代化 モ デル に対 し、説得 力 に富 む解釈 を与 え

て い る。 市民権 の長 期 にわ た る進 化 の過程 の到達 点 として、福祉 国家 を位 置付

け る こ とがで き る。戦後 間 もない頃 の論客 らし く、 マ ーシ ャル は、経 済発 展 と

市民権 の尊重 との調和 を図 ろ う とす る結果 、福祉 制度 は ます ます拡 充 の0途 を

た ど るで あ ろ う と予 測 した。

総 じて言 えぼ、 旧式 の社会 民主 主義 は、環 境保 全派 を敵視 しない まで も、友

好 的関係 を築 くことが で きなか っ た。協 調 組合主 義、 完全 雇用 、福祉 国家等 を

重視 す れ ぼす るほ ど、環 境 問題 に真 っ正面 か ら取 り組 む こ とが難 し くな るか ら

で あ る。 しか も、 旧式 の社会 民主 主義 は、 その実 践 にお いて グローバ ル な視 点

を欠 いて いた。社 会民主 主義 は、 国際主義 を志 向 して いたが 、 その意 味す る と

ころは、 グ ローバ ル な問題 に真正 面 か ら取 り組 む とい う構 えで はな く、志 を 同
10)

じ くす る政 党 との国境 を越 えて の連帯 で しか なか った。」

以上 の よ うに、 ア ンソニ ー ・ギ デ ンズ は新 自由主義 の 内部 に並存 す る内部 的

な思想 の混乱 を鋭 く解 明 し、 その混乱 の原 因 を指摘 してい る。
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3.グ ロ ー バ リゼ ー シ ョ ン

今 日、 国家 レベ ルで あれ 、国 内の さまざ まな分野 で グ ローバ リゼ ーシ ョンは、

無 意識 の うちに進 んで い る こ とを疑 うもの はあ るまい。 その主 要 な原 因 は科 学

技術 、 とりわけIT産 業 の 目覚 しい進歩 に起 因 してい る といえ よ う。イ ンターネ ッ

トは、地 球 上の これ まで如何 とも しがた い もの と思 わ れて きた、距離 と時 間の

デ ィメ ンシ ョンを ほ とん ど無 き ものに して しまった。 コ ミュニケ ー シ ョン手段

が先 行 すれ ぼ、物 事 は多少 の時 間 はかか って も成 就 す る。

他 方 において、環 境 問題 もわれ われが毎 日、 テ レビで見 て い る よ うに、 台風

や ハ リケ ー ンに乗 った雲や風 雨 の動 きは、 す こぶ る早 く世 界 中 を一飲 み にす る

か の よ うで あ る。 当然 に同時 に酸性 雨や 二酸化 炭 素 、窒 素酸化 物 な どは国境 を

越 えて拡 散 す る こ とは明 らかで あ る。 その意 味 で、今 日にお いて、環 境 問題 を

抜 きに した産 業 も健 康 も教 育 も文化 も考 え られ な い。 それ らは環境 倫理 学 に収

敏 して い る。 この環 境 問題 に新 自由主義 も古 典 的社 会民主 主 義 も熱心 に取 り組

も う としな か った。

ア ン ソニ ー ・ギデ ンズ に よれ ば、 グ ローバ リLl一 シ ョンに は、次 の よ うな三

つ の機 能 が あ る。

(1)グ ローバ リゼ ー シ ョンは、経済 的な相互依 存関係 だ けで はな く、 日常生 活

にお け る時間 と空 間 を変更 す る効果 を もち、 は るか遠 くの 出来 事 の影響 が直接

的 に、間髪 を入 れ ず に私 た ち に及 んで くる。 その こ とは個 人 として の私 た ちの

意思決定が グ ローバル な意味 を持つ もので もあ る。 それがた めに グ ローバ リゼ ー

シ ョンは、往 年 の 国家 が持 って いた さ まざ まな力 を削がれ つつ あ る とい う意 味

で、国民国家か らの離脱現象 を促 してい る。(2)そ の反面 、グローバ リゼ ーシ ョ

ンは、新 規 の内需 を喚起 す るだ けで はな く、地域 の独 自性 を再 生 す る可 能性 を

も、 そ の うちに秘 めて い る。 た とえばイ ギ リス にお け る最近 のス コ ッ トラン ド

民族 主義 の台頭 を、 カ ナダの ケベ ックや カ タ ロニ アで進 行 中 の動 き と、 同種 の

構造 変革 への反応 と理 解す る こ ともで きる。(3)グ ローバ リゼ ー シ ョンは、横

へ の広が る可能性 を も秘 めてお り、 国民国家 の国境 を横 断 して、新 しい経済 圏、

文化 圏 をつ くり出す こ ともあ る。 た とえば、 カ タ ロニ アの一部 で もあ り、 スペ

イ ンの一部 で もあ るバ ルセ ロナ は、 フラ ンス南部 の経 済 圏 に含 まれ る。 この よ
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うなグ ローバ リゼ ーシ ョンの三 方 向への進展 は、 「世界 中 の国家 の地位 と権 力 に
lI)

影 響 を及 ぼ しつつ あ る。」

したが って、統 治 す る政府 は、現 にあ る国家 の統治機 構 と必 ず しも一致 しな

くな り、 もっ と多彩 な もの とな り、 ガバ メ ン ト(政 府)で はな く、 ガバ ナ ンス

(統治)の 方が 、行政や規制 の担 い手 を表 す言葉 として は、 よ り適切 な もの にな

るで あ ろ う。

4.新 しい個 人 主 義

これ まで個 人 主義 は、近 代 思想 の なかで も要 の役割 を果 た して きた し、 現在

もそ うで あ ろ う。 こ こで は、 ア ンソニ ー ・ギデ ンズが どの よ うな意味 で、 また

どの よ うな必要性 に迫 られて 「新 しい個 人主 義」 な る用 語 を用 いて い るか を吟

味 してみ たい。彼 は先 ず 、 この用 語 が グローバ リゼ ーシ ョンに よって 引 き起 こ

され た とい う。 っ ま り 「新 しい個 人主義 とは、 日常生 活か ら、伝 統 と慣 習 を取

り除 いた ものに ほか な らな い。言 い換 えれ ば、新 しい個 人主 義 は、市 場 に よっ

て育 まれ た思想 で は な く、 広 義 の グローバ リゼ ーシ ョンが もた らした思想 なの
　

で あ る。」 ア ン ソニー ・ギデ ンズが言 わん とす る 「新 しい個人主義 」 は グローバ

ル化 され た社会 、 つ ま り新 しい条件 の も とで生 き抜 ける個人 を想 定 して い るよ

うに思 われ る。 だか ら 「新 しい個 人主義 」 は、新 自由主義 の立場 に立 っ経 済理

論 が描 く、 利 己的個 人で もな い。 ア ンソニ ー ・ギ デ ンズ は、 「新 しい個 人主 義」

を説 明 す るに あったて、社 会 学者 の ウル リッ ヒ ・ベ ックの次 の よ うな言 葉 を引

用 して説、明 して い る。

それ は 「サ ッチ ャ リズ ムで もな けれ ば、市 場個 人主 義 で もな い し、 また(全

体 を個 人 に切 り刻 む とい う意 味 で の)原 子化 で もない。 む しろそれ は 『制度化

され た個 人主 義』 と名 づ け るのがふ さわ しい。 た とえば、福祉 国家 にお け る権

利 と資格 の多 くは、家族 で はな く個人 を対 象 としてい る。 そ う した権利 や資 格

のほ とん どが、雇用 の存在 を前提 として い る。 そ して雇用 は、教育 を前 提 とし

て い る。雇 用 も教 育 も、人 の流動 性 を前提 と して成 り立 っ。 こう した条 件 がす

べ て整 え られて初 めて、人 々 は 自 らを個 人 と して 自覚 す る、 す なわ ち個 人 とし

て 自 らの将 来 を計画 し、 自 らを個 人 として受 け止 め、 そ して 自 らを個 人 といて
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l3)

改造 す るので あ る。」

さ らに 「制 度化 され た個 人主 義 」 は社 会 的連帯 を侵 食 す る どころか 、社 会 的

連 帯 を生 み出す新 たな手立 て を見 いだ す こ とを、 私 た ち に促 す とみ る。

5.機 会の平等 と結果の不平等

一般 的 に言 って
、新 自由主義 は 「機 会 の平 等 」 を重視 し、 古典 的社会 民 主主

義 は 「結 果 の平等 」 を重視 す る。 この相違 は、 それ ぞれ の主 張 の全 体 的相 違へ

と発 展 して い く根 源 的相 違 で もあ る。 ここで 問題 を整 理 す るた め に、 ア リス ト

テ レス の平 等 の概 念 に触 れて お きた い。 ア リス トテ レス は平 等 を 「数 的平 等 」

と 「価値 に即 した平等 」 とに分 け、 「わた しは数 的平等 とい うの は、数 あ るいは

量 にお け る同一 ・平等 の こ とで あ り、価 値相 応 の平 等 とい うの は、 比例 に即 し
l4)

た平 等 の こ とで あ る。」 とし、 この 「数 的平 等」 は、各人 を完全 に等 し く扱 うこ

とで あ り、 それ に対 して、 「比 例 的平 等」 は当該個 人 の業績 を考慮 に入 れ た分配

で あ る。つ ま りア リス トテ レス において も、平 等 にっ いて無 条件 な平等 を意味

して い るの で はな く、二 人 の人 が相等 しい条 件 の場合 にの み、彼 らが平 等 に分

配 され る とい うのが正義 の要 求 で あ る とす る。 したが って 。争 いや 不平 等 の原

因 は、相 等 しい人 び とが不平 等 な分配 を受 け、 また相 等 しか らざ る人 び とが平

等 な分配 を受 ける といった、平等 の原則 が破 られた場合 に起 こる といって い る。

ア ンソニ ー一・ギデ ンズが最 も強 く警 告す るの は、 「機 会 の平 等 」 を認 め るに し

て も、 それが 「結 果 の不平 等 」 につ なが り、 しいて はそれ が世 襲化 し、他 の多

くの人 び との 「機 会 の平等 」 さえ奪 って しま う とい うこ とで あ る。 この結果 、

排 除 され た不 満分 子 の存在 と相 侯 って、 社会 的 な結 束 をi揺るが し、完全 な能 力

主 義社会 は、極度 に排 除 され た階級 を作 り出す。彼 が指摘 す る ところに よれ ば、

「完全 な能力主義 社会 は、 実現不 可能 な ばか りか、 自己矛盾 を内包 して い る。 す

で に理 由を述 べた と う り、 能力 主義社 会 は深刻 な不 平等 を もた らす。 その よ う

な社 会 において特権 を手 に入れ た人 た ち は、必 ずや 自分 の得 た特権 を子 ど もた
15)

ち に贈与 しよ う とす る。 こ う して能 力主 義 その ものが途 絶 えて しま う。」

この よ うに述べ なが らも、 ア ン ソニ ー ・ギデ ンズ は、 能 力主 義 の原則 が 平等

に とって無意 味 とい うわ けで はな く、能 力主義 の原 則 は平等 のすべ て で は ない
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し、平 等 を定義 す るにはふ さわ し くな い とい う。 そ こで第 三 の政 治 で は、平等

を 「包含(inclusion)、 不 平等 を 「排 除(exclusion)」 と定義 しな お して、 こ

の問題 を分 析 す る。包含 とい うのは、最 も広 い意味で、 「市 民権 の尊重 を意味 す

る。」 もう少 し詳 しく言 う と、社会 の全構成 員が、形 式的 にで はな く日常生活 に

おい て保有 す る、 市民 として の権 利 ・義務 、政 治 的 な権利 ・義務 を尊 重 す る こ

とで あ る。 それ はまた、機 会 を与 え る こ と、 そ して公 共 区間 に参加 す る権 利 を

保 障 す る こ とも意 味 す る。

不平 等、 つ ま り 「排 除」 につ いて は、現 代社 会 に は二 つ の排 除 が存在 す る と

して次 の よ うに述 べて い る。 「一 つ は、社 会 の最底辺 に入 る人 び との うち、社 会

が提供 す る雇用 、医療 、福祉 等 の機会 に あ りつ けな い人 び とが排 除の 対象 とな

り、 二 つ には、社 会 の最 上 層 部 の 自発 的 な排 除、 い わ ゆ る 『エ リー トの反 乱』
lfi)

で あ る。」 富裕層 の 中に は、 正業 に就か ず世間 か ら隔絶 した生 き方 を選 択 す る人

び とが お り、彼 ら特 権 集 団 は、社 会 か ら隔絶 され た要塞 の よ うな コ ミュニ テ ィ

で生 活 して い る。現在 、先 進 国 の階級構造 に影 響 を及 ぼす、様 々 な変化 が起 こ

りつ つ あ り、 こう した変化 の ゆ えに、 「包含 と排 除」 は、不 平等 を分析 し、不 平

等 に対処 す る上 で欠 かせ な い概 念 となった と、 ア ン ソニ ー ・ギデ ンズ はい う。

衰退 にあ え ぐ都 市部 の ス ラム は社会 的に排 除 され た り、少数 民族 の 目立つ地 域

で は、 人種 的偏 見が排 除 の対 象 とな る。 だ か ら排 除 とは、 む しろ不平 等 の度合

い に関 わ る概 念 とい うよ りは、 い くつ か の集 団 を社 会 の主流 か ら切 り離 す メカ

ニズ ム に関 わ る概 念 とい え る。 その結果 、社 会 の最上 層部 の 自発 的排 除 は、公

共 区間 や社 会 的連帯 を脅 か すの み な らず、 最下層 の排 除 を誘 発 す る。 つ ま り最

上 層 の排 除 と最 下層 の排 除 の間 には、一 定 の因果 関係 が認 め られ、 それ が ため

に、最 上層 部 の 自発 的排 除 を抑 止す る こ とは、最 下層 の人 び とを よ り一層 包含
ユの

す るた め に必要 不可 欠 な営 み とな る。 この経済 的不平 等 が排 除 のメ カニズ ム と

無 関係 で な い限 り、経済 的不 平 等 の克 服 をあ き らめ るわ けには いか ないが、 そ

れで も市 民的 自由主 義 、っ ま り公 共 空間 を再生 す る こ とが、最 上層 部 を包含 す

るため に必 要 な営 み で あ る。 その ため には、 コス モ ポ リタ ン国家 をっ くるのが

一つ の方 法で あ るが、 また責任 あ る企 業家 精神 を鼓舞 す る こ とは、社 会的連帯

とい う点 で決定 的な役割 を はたす し、公 的教育 の質 的 向上、 充実 した医療 サ ー

ビスの維持、安全 で快 適 な公共施設 の支援 、犯 罪発生率 の抑止 な ども必要 になっ
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て くる。 「ほ とん どの国民 を利 す る福祉制度 のみが、 市民社 会 の倫 理観 にか な う
18)

のである。」

社会の最上層の自発的排除と同じく、最下層での排除もまた自己増殖する傾

向があるので、貧困の悪循環を断ち切 るための方策が講 じられなければならな
]9)

い 。

と りわ け貧 困層 に対す る技 能教育 、職業 訓練 の改 善 は、 多 くの国 が共 有 す る

課題 で あ り、 「可能性 の再 分配 」 をか な えるため の教 育へ の投資 は、政府 が真 っ

先 に手が け るべ き こ とで あ る。 そ うか とい って教 育 に よってだ け不平 等 を縮 小

で きるか とは限 らな いので、様 々 な角度 か ら不 平 等 の 払拭 が試 み られべ きで あ

る。 また包含 的な社会 は、失業 者 の最低 生活 を保 障 す るぼか りで はな く、仕 事

以外 に も多様 な人生 の 目標 が あ るこ とを示唆 しな けれ ば な らない。

なお アンソニー ・ギデ ンズの と りわけ、平等 の観念 、 の議論 に関 して、 ステ ィ

ヴ ・ヴ ァック ラー とデ ヴ ィ ド ・P・ ドロー ウ ィ ッツ は、 それが、 ロール ズ の正
20}

義論 の 内容 と類似 して い る と論 じて い る。 その詳細 な検 討 は後 日に譲 りた い。

V民 主主義の民主化

「民主主義 の民主化」 とい う課 題 は、 民主主義 を考察 す る場 合 に絶 えず 付 きま

とう、永 続 的 な観 点 で あ る。 つ ま り民主主 義 の 内容 は大方 の場 合 、 それ は程度

の問題 にな るか らであ る。 日本 に民主主 義が無 い とは い えな いが、 しか し更 な

る改 良が要請 され てい る とい うこ とにつ いて は、大 方 異論 が ないで あ ろ う。 民

主主義 を構成 す る様 々 な要 素 において、 それ ぞれ の 国 にお いて、更 な る改良 が

必 要 な箇 所 は異 な るで あ ろ う。 しか し共通 項 もあ ろ う。 ア ンソニー ・ギデ ンズ

が掲 げ る、 自 らの要 点 は次 の よ うで あ る。

(1)中 央 か ら地方 へ の権 限 委譲

グ ローバ リゼ ー シ ョンに対 して、 国家 が先 ず対処 しな けれ ばな らない の は、

構造 的 な対応 策 で あ る。 もち ろん この 内容 は下 か ら と上 か らの双方 向的関 係 の

構築 で あ る。 分権化 それ 自体 が民主化 で はな く、 民主化 に寄 与 す る分権 化 を推

し進 めな けれ ばな らな い。
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(2)公 共 部 門 の刷新

この こ とは、 近年 、世界 中の政府 にお いて腐 敗 が増加傾 向 にあ るか らで はな
ZI}

く、 「政 治 を取 り巻 く環境 が質 的変 化 を遂 げたか らで あ る。」政治 の世界 に最 も

強 い影 響 を与 えた変 化 の一つ は、政 府 と市 民の情報 格差 の縮 小で あ る。通常 の

行 政 手続 きが市 民 の監視 を受 け るよ うになった。

(3)行 政 の効率 化

正統 性 を維持 す るため に、政府 は行政 を効 率化 す る必要性 にせ ま られ てい る。

「企 業組織 が迅 速かつ柔軟 に環境 変化 に対応 す る世界 で は、 ど うして も政府 は後

れ を と りが ちで あ る。」

政 府 の組織 は市場 原理 に従 わ ない か ら、公務 員 は怠惰 とな り、 サ ー ビスが劣

悪 に な る とう批 判 に対応 しな けれ ばな らない。

(4)直 接 民 主主 義の 導入

グローバ リゼ ーシ ョンに ともない、 国 内政 治 に対 して政府 は、 通常 の投 票 な

しの民 主主 義 が必要 とな る し、 また それが 可能 で あ る。地域 レベ ルの直接 民主

制、 電子住 民投 票。市 民陪審 員制 な どの 「民主主義 の実践 」 を通 じて、 「政 府 と

市 民 の関係 は これ まで 以上 に緊密 な もの とな る。」

(5)リ ス ク を管 理す る政府

「科学 技術 の進歩 に一定 の制約 を課 し、 それが もた らす倫理 的諸 問題 に対 処 す
　

るこ とを、政府 の役割 の一つ に数 えて しか るべ きで あ る。」 リス クの特 定化 を専

門家 だ け に任せ て お いて はな らな い。 リス クを確 定化 す るまで の各段 階 に おい

て、専 門家 、政 府、0般 市民 の参加 に よ る入念 な検 討 が加 え られ な けれ ぼ な ら

ない。

(6)上 下双 方 向の民主 化

「民主主 義 の民主化 」 は、地 方 自治体 レベ ルや国 レベ ルに とどま らない。 政府

は、 その 目を世 界 に も向 けな けれ ばな らない。 これ らの点 を勘案 すれ ぼ、新 し

い政 府 が 目標 とす る政府 、新 しい民主 主義 国 のあ り方 が見 えて くる。
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7.ポ ジ テ ィ ブ ・ウ ェル フ ェア 社 会

最近 、福祉 国家 か ら福祉 社会 へ とい う言 い方 は、 先進 国 で は定 着 した よ うに

思 われ る。 第一 次 オイ ルシ ョックを契機 に、 先進 国で は どこの 国で も、財 政 難

か ら福祉 予算 切 捨 ての方 向 に突 き進 んだ。 い わんや 新 自由主 義 の思想 に裏打 ち

され た、 た とえ ばイ ギ リス のサ ッチ ャー政権 が福 祉 改革 に取 り組 ん だ こ とは よ

く知 られ て い る。 ア ン ソニ ー ・ギデ ンズ に よれ ば、福 祉 国家 その ものが 、 その
23)

成 立過程 か らして、 「本質 的 に非民主 的で あ る」 とい う。保護 と管理 が福祉 国家

の原動 力 で あって 、個 人 の 自由へ の配慮 は決 して十分 で はな い し、福祉 事務所

で は、 官僚 的 で、不親切 で、 非効率 な対応 が 目立 っ。

ア ン ソニー ・ギエ ンズ に よれ ば、 ポジ ティ ブ ・ウエ ル フ ェアが これ か らの福

祉 の あ り方 で あ って、 その主役 は、 個人 、非 政府 組織 で あ る。つ ま り福 祉 社 会

が 中心 で あ る とい うこ とで あ る。 その うえ彼 は、 そ もそ も 「ウエル フェア とは、
24)

経 済 的な概 念で はな く、満足 すべ き生活 状態 を表 す心理 的 な概i念で あ る。」 だか

ら経済 的給付 や優 遇措 置 だ けで は ウエ ル フ ェア は達 成 で きない ので あ る。つ ま

り経済 的ベ ネ フィ ッ トだ けで はな く、心 理的 ベ ネ フィ ッ トを増 進 す る こ とに心

が けな けれ ばな らない ので あ る。 た とえ ば、 お金 を支 援 す るよ りも、 カ ウ ンセ

リン グの方 が、 ず っ と有効 な場 合 もあ りうる。 そ の意 味 で、福 祉 改革 に当 って

は、福祉 の この よ うな意 味合 い を十 分 に考 慮 す る必 要 が あ る。 さ らに 「指 針 と

すべ きは、生 計 費 を直 接 支給 す るの で はな く、 で き る限 り人 的資本(human

capital)に 投 資す る こ とで あ る。」 「福祉 国家 のか わ りに、 ポジテ ィブ ・ウエ ル

フェア社会 とい う文脈 の 中で機 能す る社会投資 国家(sbcialinvestmentstate)
25)

を構 想 しな けれ ば な らない。」

この よ うな意味 で、福 祉 国家 か ら福祉 社 会へ の転換 が要請 され て い るので あ

る。 第三 セ クター組 織 の未成 熟 な国 で は、 それ らの組織 に福 祉 サ ー ビス を委 ね

るこ とが 望 ま し く、 トップ ダウ ン給付 方式 は、分 権化 され た給付 方 式 に改編 す

べ きで あ る。 「もっ と一般 化 して言 えぼ、福祉 給付 方式 の再 編 を、市民社 会 のx

て直 し計 画 とかみ合 わせ る必要 を認識 すべ きで る。」つ ま り市 民社 会 の成 熟過 程

に福祉 給 付 の課 題 を包含 させ るべ きで あ る とい うので あ る。

これ らの こ とは、社会 の あ らゆ るレベルで、言 い過 ぎを恐 れず に言 うな らば、
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正 常 な人 た ちは もちろん、 た とえ そのた めの費用 が必 要で あろ う とも、高齢者 、

軽 度 の障 害者 とい え ども彼 らの、精神 的身 体 的機 能 の程 度 に応 じて、必 要 な教

育 ・訓 練 を行 い、 社 会 的 に有益 な貢 献 をす る こ とこそが 、 「福 祉 か ら労 働 へ 」

(welfaretowork)と い う第三 の道 の 目的 にか な うとい うので あ る。

た とえ ば高齢化 は古 くして新 しい リス クの一 つで あ って、 か つて は加齢 は仕

方 の ない こ とで、 肉体 的 な衰 えは受 け入 れ ざ るをえない仕 方 のな い こ とだ とさ

れ て きた。 その見方 は間 違 いで はな いでで あ ろ うが、 よ りア クテ ィブで再 帰 的

(reflexive)な 社会で は、 肉体 的 に も心理 的 に も、加齢 はは るか に振 り幅 の広 い

もの とな る。 つ ま り精神 的 な、 また体 力的 な ケ ア次第 で、 か な り有効 な老後 時

代 を過 ごせ よ う。 この よ うな事例 をわれ われ は、 既 に多 くみ て い る。 した がっ

て、 この よ うな可能性 を、 ただ慣 習や 自然 に まかせ てお くので はな く、 市民や

社 会 の工 夫 に よって、 よ り有効 に生 か して い こ う とい うので あ る。 ここで、 ア

ンソニ ー ・ギデ ンズは、 哲学 的保 守主義 とい う概念 をバ ー クの言葉 を引用 して、

次 の よ うに述べ てい る。 いわ く 「社会 とは、 い ま生 きて い る人 だけのパ ー トナー

シ ップで は な く、 い ま生 きてい る人、今 は亡 き人 、 そ して これ か ら生 まれ て く
26}

る人 の パ ー トナ ー シ ッ プ な の で あ る。」

8.ま と め

以 上 に述 べ て き た よ うに、 ア ン ソ ニ ー ・ギ デ ンズ も彼 の 理 論 を整 然 と体 系 的

に述 べ て い る とは い え な い。 こ こで 私 が述 べ た こ とは、 そ れ ら の 中 の特 徴 的 な

もの を 、 あ る意 味 で は無 秩 序 に、 しか も紹 介 的 に述 べ た に過 ぎ な い 。 た だ そ れ

らの 中 に は私 の 心 を 引 き付 けて 離 さ な い 、 こ の 閉 塞 状 態 に対 す る指 針 とな り う

る もの が い くつ か 見 出せ る よ う に思 わ れ るの で あ る。

以 下 ま とめ に か え て、 ア ン ソ ニ ー ・ギ デ ン ズ 自身 が 「第 三 の 道 」 が 目指 す も

の と して 、 述 べ て い る もの を 、 既 に記 述 した も の と内 容 的 に繰 り返 しに な る も

の もあ ろ うが 、 述 べ て お く。

ま ず ア ン ソニ ー ・ギ デ ンズ は、 「第 三 の道 」 が 重 視 す る価 値 と して 、(1)平 等

(Equality)、(2)弱 者 の保 護(Protectionofthevulnerable)、(3)自 主 性 と

して の 自由(Freedomasautonomy)(4)責 任 な け れ ば権 利 な し(Norights
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withoutresponsibilities)、(5)民 主 主 義 な け れ ぼ 権 威 な し(Noauthority

withoutdemocracy)、(6)世 界 に 開 か れ た 多 元 主 義(Cosmopolitan

pluralism)、(7>哲 学 的 保 守 主 義(Philosophicconservatisrn)、 を あ げ て い
27}

る。

これ らが 強調 され るの は、 われ われ が直面 す る大 きな変化 の 中で、 市 民一 人

ひ とりが 自 ら道 を切 り開 い てい く営み を支援 す るこ とこそが 「第 三 の道 」 の政

治が 目指 す もので あ らね ばな らないか らで あ る。 平 等 と自由は、相容 れ ない場

合 もあろ うが、既 に論 じた よ うに、両者 の 関係 は、 補完 的 で あ るのが現 実 の示

す ところで あ る。 また両者 の関係 が補 完 的で あ る よ うな状 況 を作 り出す こ とが 、

今 後 の あ るべ き指針 の一 つ で あ ろ う。不 平等 の世 襲 化 は、 自由主義 、能 力主 義

の崩壊 で あ り、人 間社会 の挫折 の0形 態 で あ る。 一般 に弱者 といわれ る もの も、

その時代 の物 差 しや価 値観 か ら由来 す るので あっ て、 弱者 を弱者 として 一面 的

に取 り扱 うの は、 人 間 の可 能性 の追 求 の放 棄 で あ り、 しいて は人間 の放棄 にほ

か な らない。彼 らが宿 す あ らゆ る有 益 な可能 性 の開発 の た めの投 資 や努 力 は、

人間 の人間 た る証 で あ る。 それ らの行為 が な くな った とき、人 間社会 は人 間社

会 で な くな る。

そのた め には、個人 と共 同体 ・市 民社 会 の関係 を再 構 築 して、 主 として 「権

利 と義務 」 のあ りか たを見 直す ことが必要 とな る。歴 史 的 には多 くの犠牲 を払 っ

て獲 得 した様 々 な諸権 利 が あ るが 、 これ までわれ われ は、 それ らの権 利 を当然

な もの として要 求 して きた。 そ の こ とに はあ る必 然性 が あ る とい え る。

しか し歴 史の過 渡期 にあ って、個人 と共 同体 ・市 民社会 の関係 を再構 築 す る

に あって、権 利 と責任 の関係 を再 吟 味 す る必要 性 が生 じた ので あ る。極 論 す る

な らば、皆 が権利 の み を主 張 す る社会 の行 き着 く先 を想像 して み るが よい。 し

か し要 求す る権 利 を満 たす ため に与 え られ るだ けの ものが蓄 積 され てい な い場

合 の結果 は、 お そ ら く闘争 や混 乱状 態 とな るで あ ろ う。

そ こで ア ンソニー ・ギデ ンズ は、 この さい 「責任 の裏付 けの あ る権 利」 を提

唱 して い る。個 人主 義が浸透 す るにつれて、 「権 利 に義 務を連動 させ る」必 要性

が 生 じて きて い るので あ る。権 利 は必 ず責任 を伴 う とい うこ とは、 もはや 万人

が遵 守 すべ き倫 理 的原則 で なけれ ばな らな い。 そ うで な い な らぼ、政 治 的権 利

が しば しばそ うで あ るよ うに、 この原 則 は とりわ け貧 しい人 た ち に適用 され る
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こ とにな りか ね ないか らで あ る。

「民主 主義 なけれ ば権 威 な し」 とい うの は、 これ まで の伝統 、慣習 が、社会 の

変化 に よって影 響 力 を失 って い る こ とか らの発想 で あ る。 もっ とも ここで い う

権威 の概 念 は、簡 単 に言 うな らば、人 び とを納得 させ 、 同意 を獲得 し うるよ う

な影 響 力 を発 しう る能 力、 とい う意 味で で あ って、 決 して上 か ら無 条件 に押 し

付 け られ た よ うな意 味で の権 威 の意 味で な い こ とを確 認 してお きた い。 日本 の

歴史 や社 会 の至 る ところに巣 くう、 上か らの、 あ るいは官僚 的 な権 威 とは似 て

も似 つか ぬ権威 の意 味で あ る。 日本 にお け るよ うな意 味で の権威 や官僚 主義 は、

一般 に言 われ て い るこ とで あ るが
、 人 び との 自立心 を削 ぎ、 士気 を低下 させ 、

自己実現 に とって有害 な もの とな る。確 立 され ない個々人 の集合体 も社会 に とっ

て有 効 な もの とは な りえな い。 この問題 は、現 在 の 日本 に とって大 きな課題 で

あ る と私 には思 われ る。大 方 の先進 国で は、 その よ うな古 い権 威 は既 に民主 主

義 の社会 にあ って は追 放 され て い る。

そ の意 味で新 しい個 人主 義、 つ ま り新 しい状 況 に対応 で き るよ うに 自 らを改

良 す る個 人主 義が 必要 にな り、 人 び との行 動 と参加 に よって権 威 を再構 築 す る

の で あ る。 そ の場合 に民主 主義 は、必 要不 可 欠 な もとな る。

多元 的 な グローバ リゼ ー シ ョンへ の対応 、科 学技術 の進 歩 へ の対応 、人 間 と

自然 との関係 へ の対応 な ど 「第 三 の道 」 の抱 え る諸 問題 は、 対応 しきれ ない ぐ

らい多 く、か つ難題 で あ る。か つ ての伝統 や価 値観 が遠 の き、社会 が大 き く変

化 した今 日、問 われ るのは、 われ われ は、 「いか に生 きるべ きなのか、 いか に し
28?

て社 会 的連 帯 を再 構 築 す るのか 、 そ して環境 問題 に どう取 り組 むべ きな のか 」

とい った課題 が問題 にな る。 これ らの問題 に取 り組 む にあた って、 「コスモポ リ

タン的な価値 」、 つ ま り 「哲学 的保 守主 義」が必要 にな る。 一般 的 には、近代 化

と保 守 主 義 は相反 す る。 しか し、 リス ク と責任 との関 わ りの あ り方が様 変 わ り

し、 「伝統 を超 えて」、 「自然の対極 にあ る」世界 を何 とか生 き抜 くため には、近

代化 の ルー ツに頼 らな けれ ばな らな いので あ る、 とア ン ソニ ー ・ギデ ンズ は指

摘 す る。 ここで言 う 「保守 主義 」 は、政 治的右 派 の い うそれ とは全 く異 な るの

で あ って、 「変化 へ の プラグマテ ィ ックな対応 を意味す る保 守主義 」で ある。 つ

ま り科学 技術 の功 罪 をわ き まえ なが らそれ を相 対視 し、 過去 と歴 史 を尊重 し、

可 能 な限 り予 防原則 に即 して の環境 問題 への対処 な どで あ る。 これ らの 目標 は、
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近代 化 の アジ ェ ンダに抵 触 しない ばか りか、近代 化 をそ の前提 に して い る。

以上 の こ とか ら、容 易 に理 解で きるよ うに、 「第 三 の道」 は決 して完成 品 で も

ない し、唯一 の選 択肢 で もない。 しか しなが らこの閉塞状況 を切 り開 くた めの、

一 つ の青 写真 で あ り
、 た た き台 にな る こ とは間 違 い あ るまい。
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